
建設工事等の電子入札システム対象範囲の拡大について

拡大
公共土木施設維持管理等業務とは

青森県建設工事等電子入札運用基準で定める「除（排）雪

業務、道路維持補修業務、道路環境美化対策業務、道路管

理業務、街路樹剪定業務、防雪業務、路面清掃業務、除草

業務、河川管理業務、海岸管理業務、砂防管理業務、ダム

管理業務、公園管理業務、港湾管理業務、県営住宅管理業

務、植栽維持管理業務、除雪作業集計業務及び特殊車両通

行許可審査業務」です。

※ 電子入札システムの「調達案件検索」画面では

「コンサル」に分類されますのでご注意ください。

・工事費（積算）内訳書の提出は不要です。

・最低制限価格は設定しません。

・１回の見積で契約の相手方が決定しなかった場合、原

則１回を限度として、再度の電子見積りを行います。

建設工事及び建設関連業務の電子見積りの事務運用

変わらないもの

・縦覧図書はＺＩＰファイルとして圧縮し、見積依頼先

にダウンロード先のＵＲＬを記載したメールを送信し

ます（ホームページでは公開しません）。

・金額に関わらず、見積書は税抜きで提出します。

・くじ番号の入力が必要になります。

変わるもの

・工事費（積算）内訳書の提出は不要です。

・最低制限価格は設定しません。

・再度の入札でも落札者が決定しない場合で、予定価

格と最低入札価格の差が少額であるときは、不落随契

を行うことがあります。

・入札書は税抜きで提出します。

公共土木施設維持管理等業務の電子入札の事務運用

変わらないもの

・縦覧図書はＺＩＰファイルとして圧縮し、指名業者に

ダウンロード先のＵＲＬを記載したメールを送信しま

す（ホームページでは公開しません）。

・くじ番号の入力が必要になります。

変わるもの

令和６年９月 県土整備部（一般向け資料）

利用するＩＣカードは

建設工事及び建設関連業務用としてお使いのＩＣカードを

そのまま使用いただけます。改めて利用者登録する必要もあ

りません。

発注者及び受注者双方の事務負担軽減を目的として、次の
ものについて、電子入札システムの対象とします。

・建設工事及び建設関連業務の見積り
・公共土木施設維持管理等業務の競争入札
※ 特定調達契約を除く。
※ 入札保証金を免除する工事及び業務に限る。



公共土木施設維持管理等業務（入札）のシステムフロー図
令和6年９月 県土整備部（一般向け資料）



再度の入札（見積り）のシステムフロー図

【入札書提出後の作業】

令和6年９月 県土整備部（一般向け資料）



不落随契のシステムフロー図
令和6年９月 県土整備部（一般向け資料）


